
③ 介護報酬の解釈 ３ ＱＡ法令編 

［法令編］請求書・明細書の記載要領 記載要領通知【P1269】について，下記のとおり修正します（介護

給付費請求書等の記載要領について：平成 13 年 11 月 16 日老老発第 31 号／修正箇所のみ抜粋掲載）。 
※【 】内は３ＱＡ法令編での掲載ページ数

介護給付費請求書等の記載要領について〔抄〕 

（平成13年11月16日老老発第31号／最終改正；令和４年６月23日老高発0623第２号・老認発0623第１号・老老発第１号 別紙７） 

※10 月施行となる令和４年改定による見直し部分を抜粋し，改正箇所に下線を付しています

３ 介護給付費明細書記載に関する事項

（様式第２及び第２の２，第３から第７

の２まで，並びに様式第８から第10まで） 

⑵ 項目別の記載要領

⑩ 給付費明細欄（様式第７及び第７の２においては１枚

に複数の給付費明細欄が存在するが，記載方法は他の様

式と同様） 

ウ 単位数

請求対象サービスに対応する１回，１日又は１月あ

たりの介護給付費の単位数を介護給付費単位数サー

ビスコード表で確認して記載すること。 

 ただし，介護給付費の割引，率による加減算等，介

護給付費の単位数を計算で求める場合は，介護給付費

単位数表の計算方法及び端数処理（単位数の算定に関

する端数処理は，基本となる単位数に加減算の計算

（何らかの割合を乗ずる計算に限る。）を行うごとに

小数点以下の四捨五入を行っていくこととし，絶えず

整数値に割合を乗じていく計算とする。）にしたがっ

て算出した単位数を記載すること。また，特定事業所

加算Ⅴ，感染症又は災害の発生を理由とする利用者数

の減少が一定以上生じている場合の加算，特別地域加

算，中山間地域等における小規模事業所加算，中山間

地域等に居住する者へのサービス提供加算，介護職員

処遇改善加算，介護職員等特定処遇改善加算又は介護

職員等ベースアップ等支援加算の場合は，対象となる

サービスコードの所定単位数の合計に所定の率を乗

じ小数点以下の四捨五入を行って算出した単位数を

記載すること。 

⑪ 給付費明細欄（住所地特例対象者）（様式第２及び第

２の２における特定地域密着型サービス（定期巡回・随

時対応型訪問介護看護，夜間対応型訪問介護，認知症対

応型通所介護，小規模多機能型居宅介護，看護小規模多

機能型居宅介護及び地域密着型通所介護）及び特定地域

密着型介護予防サービス（介護予防認知症対応型通所介

護及び介護予防小規模多機能型居宅介護）のみ記載） 

ウ 単位数

 請求対象サービスに対応する１回，１日又は１月あ

たりの介護給付費の単位数を介護給付費単位数サー

ビスコード表で確認して記載すること。 

 ただし，介護給付費の割引，率による加減算等，介

護給付費の単位数を計算で求める場合は，介護給付費

単位数表の計算方法及び端数処理（単位数の算定に関

する端数処理は，基本となる単位数に加減算の計算

（何らかの割合を乗ずる計算に限る。）を行うごとに

小数点以下の四捨五入を行っていくこととし，絶えず

整数値に割合を乗じていく計算とする。）にしたがっ

て算出した単位数を記載すること。また，感染症又は

災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上

生じている場合の加算，特別地域加算，中山間地域等

における小規模事業所加算，中山間地域等に居住する

者へのサービス提供加算，介護職員処遇改善加算，介

護職員等特定処遇改善加算又は介護職員等ベースア

ップ等支援加算の場合は，対象となるサービスコード

の所定単位数の合計に所定の率を乗じ小数点以下の

四捨五入を行って算出した単位数を記載すること。 

４ 介護予防・日常生活支援総合事業費明

細書記載に関する事項（様式第２の３及

び第７の３） 

⑵ 項目別の記載要領

⑨ 事業費明細欄

ウ 単位数

請求対象サービスに対応する１回，１日又は１月あ

たりの介護予防・日常生活支援総合事業費の単位数を

介護予防・日常生活支援総合事業費単位数サービスコ

ード表で確認して記載すること。ただし，介護予防・

日常生活支援総合事業費の割引，率による加減算等，

介護予防・日常生活支援総合事業費の単位数を計算で

求める場合は，介護予防・日常生活支援総合事業費単

位数表の計算方法及び端数処理（単位数の算定に関す

る端数処理は，基本となる単位数に加減算の計算（何

らかの割合を乗ずる計算に限る。）を行うごとに小数

点以下の四捨五入を行っていくこととし，絶えず整数 
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値に割合を乗じていく計算とする。）にしたがって算

出した単位数を記載すること。また，特別地域加算，

中山間地域等における小規模事業所加算，中山間地域

等に居住する者へのサービス提供加算，介護職員処遇

改善加算，介護職員等特定処遇改善加算又は介護職員

等ベースアップ等支援加算の場合は，対象となるサー

ビスコードの所定単位数の合計に所定の率を乗じ小

数点以下の四捨五入を行って算出した単位数を記載

すること。 

⑩ 事業費明細欄（住所地特例対象者）

ウ 単位数

請求対象サービスに対応する１回，１日又は１月あ

たりの介護予防・日常生活支援総合事業費の単位数を

介護予防・日常生活支援総合事業費単位数サービスコ

ード表で確認して記載すること。ただし，介護予防・

日常生活支援総合事業費の割引，率による加減算等， 

介護予防・日常生活支援総合事業費の単位数を計算で

求める場合は，介護予防・日常生活支援総合事業費単 

位数表の計算方法及び端数処理（単位数の算定に関す

る端数処理は，基本となる単位数に加減算の計算（何

らかの割合を乗ずる計算に限る。）を行うごとに小数

点以下の四捨五入を行っていくこととし，絶えず整数

値に割合を乗じていく計算とする。）にしたがって算

出した単位数を記載すること。また，特別地域加算，

中山間地域等における小規模事業所加算，中山間地域

等に居住する者へのサービス提供加算，介護職員処遇

改善加算，介護職員等特定処遇改善加算又は介護職員

等ベースアップ等支援加算の場合は，対象となるサー

ビスコードの所定単位数の合計に所定の率を乗じ小

数点以下の四捨五入を行って算出した単位数を記載

すること。 
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